
  
 

大阪大学産業科学研究所広報室内規 

 
（設置） 

第１条 大阪大学産業科学研究所に、広報室を置く。 

 （目的及び所掌事項） 
第２条 広報室は、次の各号に掲げる業務を行うことを目的とする。 

(1) 広報の企画及び基本計画（企画及び基本計画作成に必要な情報収集を含む。）に関すること。 

(2) 広報誌及び報告書等の編集（編集に係る資料収集を含む。）及び発行に関すること。 

(3) 産業科学研究所の公式ホームページの編集（編集に係る資料収集を含む。）及び管理に関す

ること。 

(4) 記者発表（産業科学研究所事務部の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

(5) 産業科学研究所に係る報道記事等の収集及び保管に関すること。 

(6) その他産業科学研究所の企画・基本方針に沿った広報活動に関すること。 

（組織） 

第３条 広報室は、室長及び室員で組織する。 

２ 室員（第５条第３号の室員を除く。以下この条において同じ。）の任期は、２年とする。ただし、

欠員が生じた場合の補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 室員は、再任を妨げない。 

（室長） 

第４条  室長は、教育連携・広報担当の産業科学研究所役員会構成員をもって充てる。 

（室員） 

第５条 室員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(1) 産業科学研究所の各研究部門（新産業創成研究部門及び特別プロジェクト研究部門を除く。）

及び産業科学ナノテクノロジーセンターから選ばれた専任教授 各１名 

(2) 産業科学研究所の各研究部門（新産業創成研究部門及び特別プロジェクト研究部門を除く。）

及び産業科学ナノテクノロジーセンターから選ばれた専任教員 各２名 

(3) 産業科学研究所の事務職員 若干名 

(4) その他室長が必要と認めた者 

（雑則） 

第６条 この内規に定めるもののほか、広報室に関し必要な事項は、別に定める。 

 附 則 

この規程は、平成１８年２月１６日から施行する。 

 附 則 

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 
１ この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この改正施行後最初に委嘱される第５条第１号及び第２号の室員の任期は、改正後の第３条第

２項本文の規定にかかわらず、委員委嘱の際に所長の指名するところにより、平成２５年９月３

０日と平成２６年９月３０日までとする。 
３ 大阪大学産業科学研究所広報委員会内規（平成１０年１０月１５日制定）は廃止する。 


